
の⽣出 届 書 き ⽅

１ 名前と続き柄を記⼊
します。

・⼦の名に使える漢字が
定められています。法務
省ホームページで確認い
ただけます。
・婚姻中の夫妻の間に⽣
まれた⼦は嫡出⼦といい
ます。

２ 出⽣証明書の内容を
書き写します。

・⽣まれたときは午前・
午後の時刻を書きます。
・⽣まれたところは、⽣
まれた病院の住所のみを
書きます。病院名は書き
ません。

3 住⺠登録する住所、
世帯主との続柄、
⽗⺟の⽒名、本籍
を記⼊します。

・世帯主から⾒た続柄で
あることに注意してくだ
さい。
・⽗⺟の年齢は、⼦が⽣
まれたときの年齢となり
ます。

４ 届出⼈欄を記⼊しま
す。

・届出⼈は、⽗⺟のどち
らか⼀⽅もしくは両⽅が
なることができます。後
者の場合両⽅の署名が必
要です。

５
⼦のマイナンバーカー
ドの申請ができます。

・申請する場合は暗証番
号をご記⼊ください。
・住所地以外への送付を
希望する場合は送付先を
記⼊してください。
・酒⽥市に住⺠登録の場
合は１週間ほどで郵送さ
れます。

山形県酒田市

７　７  ７

酒　田 明　子

サカタ アキコ

長

７　７  １ ３　３０

山形県酒田市あきほ町３０ ＝ ＝
山形県酒田市本町２丁目２番４５号

酒田　環奈 子

酒田　環奈酒田　涼介
平成５　 ５   ９ 平成１１　 ２   ３３２ ２６

山形県酒田市本町二丁目２ ＝

酒田　環奈
令和５ 　 ４ 

０２ ０２

（４）と同じ

（６）と同じ 酒田　環奈

酒田　環奈 平成１１　 　２   　３

酒田　涼介 平成 ５年　  ５月   ９日

７　７  １ ３　３０

山形県酒田市あきほ町
３０番地

酒田海総合病院

３，２００ ５０

酒田　環奈 ３９　５

１

７　７  １

山形県酒田市あきほ町
３０番地

酒田　未知子

３ ２ ０ ０
３ ２ ０ ０ ３ ２ ０ ０

0234 - 26 - 5724

酒⽥市市⺠部市⺠課⼾籍係
０２３４-２６-５７２４

お問い合わせ
※出⽣届は⽣まれてから１４⽇以内に届出する必要があります。


